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相談方法の割合

来訪
30％

電話
70％

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

29年度 28年度 27年度 26年度 25年度 24年度

相談件数の推移

相談件数の推移

897 804 891 901
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平成2９年度 糸島市消費生活センター事業概要報告 

》》》１相談件数                                                               

当センターに寄せられた相談件数 平成２９年度 ８９７件 

（統計対象期間 平成29年4月1日～平成30年3月31日）   

   相談者は１０代～８０代以上の方々まで幅広く、電話や来訪にて相談されています。 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

》》》１－① 相談方法                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 平成24年度 

件数 897 804 891 901 871 
 

598 
 

相談方法 来訪相談 電話相談 合計 

件数 272 625 897 
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男性、女性、どちらも60代からの相談
が最も多く、続いて70代の女性、男性
となっています。 

60％が女性です。 
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》》》１－② 性別・年齢別                        

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
合計件数 男性 女性 団体 

10才未満 1 1   

１０代 17 6 1１  

２０代 44 24 20  

３０代 85 42 4３  

４０代 97 41 56  

５０代 127 45 82  

６０代 236 96 140  

７０代 161 63 98  

８０代以上 85 20 65  

年代不明 36 18 18  

 8   8 

合計 897 356 533 ８ 

６０歳以上の 
相談が、全体
の半分以上を
占 め て い ま
す。 
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》》》１－③ 販売購入形態                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売購入形態 件数 
10才

未満 

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代

以上 

不明 

店舗購入 260  4 18 28 32 33 57 50 30 8 

通信販売 364 1 10 14 33 43 74 117 53 7 12 

訪問販売 74   2 5 8 4 22 14 13 6 

電話勧誘 66    5 4 4 19 17 14 3 

訪問購入 12      1 3 3 4 1 

マルチ商法 6   1 2    2 1  

ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞｵﾌﾟｼｮﾝ 2      1    1 

計 784 1 14 35 73 87 117 218 139 69 31 

その他無店舗 17   1 2 2 3 2 4  3 

不明・無関係 96  3 8 10 8 7 16 18 16 10 

合計 897 1 17 44 85 97 127 236 161 85 44 

店舗購入（店舗での契約も含む）のトラブルが29.0％、通信販売が40.6％を占めています。

通信販売では、インターネット利用によるネットショッピングに関する相談が最も多く、その

ほか架空請求メールに関する相談も多く寄せられました。 

 店舗購入の相談は、各年齢層に広がっています。 

 通信販売の相談は、各年齢層に広がっています。 

 訪問販売の相談は、高齢者が多くなっています。 

 電話勧誘の相談は、高齢者が多くなっています。 

 訪問購入の相談は、件数は少なくても高齢者がトラブルに巻き込まれる割合が高いです。 

 マルチ商法の相談は、若者と高齢者に数件あります。 

 ネガティブオプションの相談件数は、少ないです 

＊マルチ商法とは、商品・サービスを契約して、次は自分が買い手を探し、買い手が増えるごとに

マージンが入るネズミ講式の商法です。 

＊ネガティブオプション（送り付け商法）とは、注文していない商品を勝手に送り付け、断らなけ

れば買ったものとみなして、代金を一方的に請求する商法です。 

店舗購入

29.0％

通信販売

40.6％

訪問販売

8.2％

電話勧誘

7.4％

訪問購入

1.3％

マルチ商法

0.7％

ネガティブオプ

ション 0.2％
その他無店舗

1.9％
不明・無関係

10.7％

販売購入形態の割合  
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》》》１－④ 商品・サービス                      

 

相談の多い順位 相談内容 件数 
全体に占める 

割合 

1 商品一般＊１ 156 17.4％ 

2 デジタルコンテンツ＊２ 125 13.9％ 

3 フリーローン・サラ金＊３ 56 6.2％ 

4 相談その他＊4 30 3.3％ 

5 不動産貸借 26 2.9％ 

6 インターネット接続回線 21 2.3％ 

7 工事・建築 18 2.0％ 

8 社会保険＊5 14 1.6％ 

9 携帯電話サービス 13 1.4％ 

10 四輪自動車 11 1.2％ 

順位外 427 47.6％ 

合計 897  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）商品等分類別の相談件数 上位10位 

 
備考 
＊１「商品一般」は、商品が特定できない相談（不審な電

話等で勧誘の目的、商品、サービスが不明等） 
＊２「デジタルコンテンツ」は、架空請求のメールやイン

ターネットを通じて得られる情報に関する相談（アダ
ルト情報サイト、出会い系サイト、オンラインゲーム
等） 

＊３「フリーローン・サラ金」は、主に借金に関する相談。 
＊4「相談その他」は売り手、買い手の存在しない相談、近

所のトラブル 
＊5「社会保険」は、主に還付金詐欺に関する相談 
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（2）年代別 

 

 

▶商品一般（架空請求の葉書）の相談が、50代以上に増えました。 

▶年齢を問わず多く寄せられた相談は、デジタルコンテンツ、フリーローン・サラ金に関する相談

です。 

▶デジタルコンテンツは、インターネットでの架空請求が大部分を占めます。 

▶フリーローン・サラ金は、多重債務（借金）の相談が主となります。 

 

 

年代 件数 1位 2位 3位 4位 5位 その他 

10才

未満 
1 デジタルコンテンツ（1） 

10代 17 
デジタルコン

テンツ（4） 
健康食品、着物、衣類（各２） 7 

20代 44 

フリーロー

ン・サラ金（6） 

 

相談その他

（４） 

 

 

内職・副業、デジタルコンテンツ（各３） 

 

28 

30代 85 
デジタルコン

テンツ（17） 

フリーローン・サラ金 

不動産貸借（各8） 

商品一般 

（6） 

相隣関係 

（3） 
43 

40代 97 
デジタルコン

テンツ（15） 

フリーローン・サラ金 

不動産貸借（各10） 

商品一般 

（7） 

相談その他 

 (6) 
49 

50代 127 
商品一般 

（33） 

デジタルコン

テンツ（24） 

フリーロー

ン・サラ金 

（10） 

携帯電話サー

ビス（5） 

 

相談その他 

 (3) 
52 

60代 236 
商品一般 

（70） 

デジタルコン

テンツ（34） 

フリーロー

ン・サラ金 

（15） 

インターネッ

ト接続回線

（10） 

四輪自動車 

（5） 
102 

70代 161 
商品一般 

（32） 

デジタルコン

テンツ（20） 

フリーローン・サラ金 

社会保険、工事・建築（各６） 
91 

80代

以上 
85 

健康食品 

（10） 

互助会、商品一般 

（各5） 

デジタルコンテンツ 

工事・建築（各4） 
57 

不明 44       

合計 897       
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》》》１－⑤ 架空請求等                       

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 平成29年度 平成28年度 平成27年度 平成26年度 

架空請求 207 55 54 44 

ワンクリック請求 12 36 48 41 

還付金詐欺 11 11 18 1 

合計 230 102 120 86 

          

架空請求   10 10 50 91 38 3 5 

ﾜﾝｸﾘｯｸ請求 1  1 1 5 3  1  

還付金詐欺      4 5 1 1 

合計 1  11 11 55 98 43 5 6 

▶架空請求の相談は、急増しました。ワンクリック請求の相談は減り、還付金詐欺の 

相談は横ばいです。 

葉書による架空請求は５０歳以上が被害対象、ワンク

リック請求は、インターネット、携帯電話などを使用

する全年代が被害対象となるのに対し、電話による還

付金詐欺は６０歳以上の高齢者が被害対象になってい

ます。 
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助言（自主交渉）

77%

斡旋解決

13%

斡旋不調

3%

情報提供

4%

他機関紹介

1%
その他

2%

相談結果の割合

》》》１－⑥ 相談処理結果別件数                      

 

相談処理結果 平成29年 平成28年 平成27年 平成26年 

助言・自主交渉 691 579 641 582 

斡旋解決＊ 115 124 145 119 

情報提供 33 27 32 56 

斡旋不調 26 20 15 16 

その他 19 23 24 36 

他機関紹介 13 31 34 92 

合計 897 804 891 901 

＊斡旋解決とは、相談員が事業者と消費者の間に入り、交渉等をすることにより 

トラブルの解決を図ることです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談結果としては、１位が助言（自主交渉）となっており、消費者からの相談に対し、相談員が

適切な助言を行なうことで、問題の解決につながっています。２位は斡旋解決となっています。 
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》》》２相談体制及び消費者啓発事業                       

》》》２－①相談体制                                 

消費生活相談員が常駐（３名）し、相談業務を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

所在地   糸島市前原西一丁目１番１号 糸島市役所 第二庁舎１階 

               電話番号 092-332-2098 

               ＦＡＸ   092-324-2531 

    受付時間  月～金（祝日を除く）9：00～17：00 

    相談内容  ・消費生活に関する消費やサービスの契約トラブルやお問い合わせ 

          ・製品の事故や製品不良に関すること 

          ・債務整理方法について など 

 

糸島市消費生活センターのホームページ（ＨＰ）を運営 

（ http://www.city.itoshima.lg.jp/consumer/index.html ） 

消費者トラブルの事例等や、相談機関等を紹介しています。 

http://www.city.itoshima.lg.jp/consumer/index.html
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》》》２－②消費者啓発事業                             

出前講座 

【１４件実施／参加人数463人】 

メニュー  

① 知って防ごう！悪質商法 
（次々に手口が変わる悪質商法。その最新情報と注意点についてクイズや寸劇を交えなが

ら紹介）  

② 知って驚き！インターネットの落とし穴 
（便利なインターネットに潜む様々な落とし穴。トラブル事例と対処法を分りやすく紹介） 

③ 知って得する！新しいお金の支払い方法 
（多様化する支払方法。クレジットカード、電子マネー等の最新情報を知り、賢い消費者

を目指す） 

 

高齢者が多く集まるシニアクラブや、いきいきサロンでのお申込みが多く、 

「知って防ごう!悪質商法」のメニューが人気でした。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寸劇を交えて、相談事例を 

わかりやすく紹介しています。 
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啓発講座 

 消費者力アップ講座を3回実施しました！ 

  市民の消費者力を高め、消費者トラブルや消費者被害を防ぐ目的で、市民を対象に、専門の講

師を招いて消費者力アップ講座を3回実施しました。【６２名参加】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1回 第2回 第3回 

１０月６日（金） １0月27日（金） 11月3日（金、祝日） 

今さら聞けないスマホの話 
私たちが安くて良い商品を 

買えるわけ 

親子で学ぶ金銭教育 

対象：小学校４～６年生とその保護者 

（先着２０組） 

より楽しく安全にスマートフォンを利用す

るために、その特長、料金形態、セキュリ

ティ対策などについて、楽しく学べます。 

どの世代の人でも参加できます。 

普段、目にすることのない公正取引委

員会の仕事について、ゲームや事例を

通して楽しく学べます。 

どの世代の人でも参加できます。 

「金銭教育」の基礎は「家庭教育」と言わ

れています。すぐに役立つお金の知識やス

キルを、親子で楽しく学べます。 

講師 NTTドコモ九州支社 

スマホ・ケータイ安全教室 

インストラクター 

講師  

公正取引委員会 

九州事務所 

講師 

（株）東京スター銀行 

CSR推進担当 

         場所：糸島市役所5階1号会議室  時間：１０時～１２時 

事前申し込みが 
必要です 

私たちは、食品を買ったり、電気・ガスを
使ったり、日々さまざまな契約を繰り返しな
がら生活しています。 
正しい商品知識を持ち、より豊かで安全・

安心な消費生活を目指しましょう。 参加無料！ 

小学生の親子を
対象にした講座
も開催しました 
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生活の豆知識 

糸島市内で実際に起こった消費者トラブルの事例を中心に、月１回「広報いとしま」に掲載し、

注意を呼びかけました。 

 
 
 

平成２９年度掲載分 

4月 １日号 インターネット光回線の契約トラブル 

5月 １日号  粗品をきっかけとした、高額な商品の購入に注意！ 

6月 １日号 未成年者が交わした契約の取り消し 

7月 １日号 エステのトラブルに注意。無料体験が高額契約に 

8月 １日号 健康食品の送り付けに注意 

9月 １日号 インターネット交流サイトの「もうかる話」に注意! 

10月1日号 架空請求かも･･･身に覚えのないはがきに注意！ 

11月1日号 「当選おめでとう」メールに注意！ 

12月1日号  リコール対象製品と知らずに使っていませんか？ 

１月 1日号  悪質な「押し買い」から身を守ろう！～強引な訪問買い取り業者に注意！～ 

１月15日号  便利なテレビショッピング 返品条件などに注意！ 

3月 1日号 引っ越し業者とのトラブルに注意！ 
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ホットな消費者ニュース 

福岡県消費生活センターのホームページ「ホットな消費者ニュース～あなたの地域の危ない商

法・８月号、２月号」に、糸島市内で起こった消費者トラブルの事例が掲載されました。 
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架空請求ハガキの見本を配布 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

啓発訪問とチラシ配布 

 １ コンビニエンスストア【２９箇所】 

糸島市内のコンビニエンスストアのうちATMを設置している2９箇所を糸島警察署と訪

問。コンビニで購入できるプリペイドカードを使って支払わせるニセ電話詐欺への未然防止

への協力をお願いしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ スポーツジム・温浴施設を啓発訪問【６箇所】 

多くの方が利用するスポーツジムや温浴施設を糸島警察署と訪問し、ニセ電話詐欺や架空請

求のハガキに関する未然防止のチラシを配布しました。 

 

 

３ 糸島地区介護保険事業者連絡会を毎月訪問し、事例等報告【１１回実施】  

月に一度開催される糸島地区介護保険事業者連絡会に出席。消費者トラブル等の事例を 

説明し、高齢者の見守りを依頼しました。 
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４ 居宅介護支援事業者へ、月に一度事、例などをファックスやメールで配信【29箇所】 

糸島地区の居宅介護支援事業者に月に一度、悪質商法等の事例をファックス等で送付し、高

齢者の見守りを依頼しました。 

 

 

 

５ 各地区民生委員児童委員定例会を訪問し、啓発活動を実施【1回実施】 

  各地区（前原、二丈、志摩）で開催される民生委員児童委員定例会に出席し、糸島市消費生

活センターの紹介と、相談事例を報告し、高齢者を見守るポイントや、被害にあった高齢者を

見かけたときの対応を説明しました。 

    

 

 

６ 各地区民生委員児童委員定例会で啓発チラシを毎月配布 【１２回実施】 

月に一度、消費者トラブル等についての啓発チラシを配布し、高齢者の見守りと対応を依頼 

しました。 

 

 

 

７ 介護保険料納入通知書や後期高齢者医療保険料額決定通知書等に、消費者トラブル等について

の啓発チラシ（A５）を同封し、注意喚起を実施 

介護保険料納入通知書（対象者：65歳に到達した高齢者）や、後期高齢者医療保険料額決

定通知書（対象者：75歳に到達した高齢者）に啓発チラシを同封しました。 
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８ 介護事業者を訪問し、啓発活動を実施【24事業者】 

 糸島市内の介護事業所を訪問し、啓発用チラシやグッズを配布するとともに、高齢者の見守

りを依頼しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 糸島市子育て支援センターで、啓発活動を実施【１２回実施】 

 若い子育て中の母親を対象に、消費生活センターの紹介をおこない、若い世代のトラブル事

例と対処法、乳幼児の事故情報について注意喚起を行いました。 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マグネット 

カードルーペ 

クリアファイル 
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他機関との連携 

１ 糸島警察署との連携 

  悪質商法等の被害防止を目的とした糸島警察署との連携会議を６回開催しました。 

  コンビニエンスストアやスポーツジム、温浴施設への啓発を合同で各1回行いました。 

   （P13記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 糸島市地域包括支援センターとの連携２ 

高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターと連携を図り、独居高齢者等を狙う悪質 

  商法の被害相談に対応しました。 

 

 

 

３ 福岡県、グリーンコープとの連携 

 福岡県とグリーンコープでは、生活再生（借金返済、生活資金の貸付、家計の見直し）を目

的とした無料相談会を糸島市内で年に5回開催しました。 
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